
国税に対する要望との対比表

府省庁名：厚生労働省

国税に対する要望
（所得税・法人税に係るもの）

地方税に対する要望

｢対応する要望の有無」が○の場合 ｢対応する要望の有無」が×の場合
対応する
要望の有無

要望
番号 要望項目名 要望税目 地方税に対する要望をしない理由

（対応する要望がない場合）
要望
番号 要望項目名

特別償却のみの要望であるため。所得税 個人住民税○ ×

OOに関する特別償却措置の創
設

例
1

特別償却のみの要望であるため。

'。
法人住民税 ×

法人税

特別償却のみの要望であるため。法人事業税 ×

地方税については税額控除を要望せず、特別
償却のみを要望するものであるため。

所得税 ○ 個人住民税 ×

法人税

○○を取得した場合の特別償却
又は税額の特別控除

OOを取得した場合の特別償却
又は税額の特別控除

例
２ 法人住民税 10

○
O○を取得した場合の特別憧却
又は税額の特別控除

法人事業税 ○
Ｐ
ｂ
■
■
。

セルフメディケーション推進のための一般
用医薬品等に関する所得控除制度の創股所得税 個人住民税 ○ 1○

セルフメディケーション推進の
ための一般用医薬品等に関する
所得控除制度の創設

法人住民税1

法人税

法人事業税

個人の健康墹進・疾病予防の推進のための
所得控除制度の創股個人住民税所得税 ○ ○ 3

個人の健康増進・疾病予防の推
進のための所得控除制度の創設

法人住民税2

法人税

法人事業税

地方公共団体が医学生等に貸与した修学等
資金に係る債務免除益の非腺税柵匝の創設所得税 個人住民税 ○ 5○

地方公共団体が医学生等に貸与
した修学等資金に係る債務免除
益の非課税措置の創設

4 法人住民税

法人税

法人事業税

所得税 個人住民税
社会医療法人の認定取消しに係
る一括課税の見直し等の医療法
人制度改革に伴う税制上の所要
の措置

社会医痩法人の鯉定取消しに係る一括牒税
の見直し等の医療法人制度改革に伴う税制
上の所専の幡置

法人住民税6 ○ 10

法人税 ○
社会医療法人の腿定取消しに係る一括腺税
の見直し癖の医療法人制度改革に伴う税制
上の所哩の柵置

法人事業税 ○ 10

個人住民税の税額控除は要望対象外のため所得税 個人住民税○ ×

医療機関の設備投資に関する特
例措置特別僕却制度の創設

医療擾閲の股備投資に閲する特例措匝特劉
僕却制度の創股

7 法人住民税 11○

法人税 ○
医療樋関の股備投資に関する特例描低特剃
償却斜塵の創股法人事業税 ○ 11

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に係る
非牒税措匝の拡充及び霊長所得税 ○ 個人住民税 ○ 13

特定B型肝炎ウイルス感染者給
付金等に係る非課税措置等の拡
充及び延長

法人住民税8

法人税

法人事業税
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国税に対する要望
（所得税・法人税に係るもの）

地方税に対する要望

｜ 「対応する要望の有無」がOの場合 I 「対応する要望の有無」が×の場合

| ≦“”§。 ’要望項目名
対応する
要望の有無

要望
番号 |鶉’要望番号

地方税に対する要望をしない理由
（対応する要望がない場合）

要望税目
要望項目名

子育て支援に要する受用にかかる税制措置
の刺股個人住民税所得税 ○ ○ 19

子育て支援に要する費用に係る
税制措置の創設

9 法人住民税

法人税

法人事業税

ひとり親家庭への支援の充実等に伴い必要
な税制上の所要の柵匠所得税 個人住民税 ○ 20○

ひとり親家庭への支援の充実等
に伴う税制上の所要の措置

ひとり親家庭への支援の充実等に伴い必要
な税制上の所要の措匝法人住民税10 ○ 20

法人税 ○
ひとり親家庭への支援の充実等に伴い必要
な税制上の所萎の措置法人事業税 ○ 20

特別償却のみの要望であるため。所得税 個人住民説○ ×

サービス付き高齢者向け住宅の
割増償却の延長

特別償却のみの要望であるため。24 法人住民税 ×

法人税 ○

法人事業税 特別償却のみの要望であるため。×

戦傷病者等の妻に対する特別給付金に関す
る非牒税描亜及び差押紫止携置の存続所得税 個人住民税○ ○ 16

戦傷病者等の妻に対する特別給
付金に関する非課税措置及び差
押禁止措置の存続

12 法人住民税

法人税

法人事業税

障害者縫合支援法の見直し等に伴う税制上
の所要の揃匝所得税 個人住民税 19○ ○

障害者総合支援法の見直し等に
伴う税制上の所要の措置

障客者総会宝腰法の見直し等に伴う税制上
の所要の措置

13 法人住民税 ○ 19

法人税 ○
障害者総合支援法の見直し等に伴う税制上
の所要の術置法人事業税 ○ 19

所得税 個人住民税

協同組合の特性を踏まえた法人
税に係る軽減税率の引下げ

鰹同組合の特性を踏まえた法人説に係る軽
減税率

14 法人住民税 ○ 18

法人税 ○
課税標準の算定に含まれず、税収に影響を与
えないため

法人事業税 ×

訴得税 個人住民税e 茎

柔なL…
国家戦略特別匡壌限定保毒妻

課税標準の算定↓二含宰れず、税収↓晏影…
晃馨…

14 法人住民税 エ

措置 法夫税 e

法人事業税 エ

柔な4…

個人住民税 個人住民税の税額控除は要望対象外のため所得税 ○ 21×

雇用者の数が増加した場合の法
人税額の特別控除の延長等

屈用者の数が増加した埆合の法人租額の特
別捜除の延長等

15 法人住民税 21○

法人税 ○
課税標準の算定に含まれず、税収に影響を与
えないため

法人事業税 ×

臓菓能力開発に係る特定支出控除の範囲の
拡大所得税 個人住民税○ ○ 22

職業能力開発に係る特定支出控
除の範囲の拡大

16 法人住民税

法人税

法人事業税

所得税 ○ 個人住民税 特別償却のみの要望であるため。×

障害者を多数雇用する場合の機
械等の割増償却制度の適用期限
の延長

17 法人住民税 特別償却のみの要望であるため。×

法人説 ○

法人事業税 特別償却のみの要望であるため。×

雇用保険制度の見直し等に伴う税制上の所
要の描置

所得税 ○ 個人住民税 ○ 23

雇用保険制度の見直し等に伴う
税制上の所要の措置

18 法人住民税

法人税

法人事業税

確定給付企案年金の弾力的な運営等に係る
税制上の所要の措置

個人住民税所得税 ○ 24○

確定給付企業年金の弾力的な運
営等に係る税制上の所要の措置

確定給付企案年金の弾力的な運営等に係る
独創上の所要の措置

21 法人住民説 24○

法人税 ○
確定給付企案年金の弾力的な運営等に係る
税制上の所要の描置法人事業税 24○
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国税に対する要望
（所得税・法人税に係るもの） 地方税に対する要望

| =ゞ。。。 ’要望項目名

｜ 「対応する要望の有無』がOの場合 ’ 「対応する要望の有無」が×の場合
対応する
要望の有無

要望
番号 |鶉’要望番号 ｜

’

要望税目 地方税に対する要望をしない理由
（対応する要望がない場合）

要望項目名

法人が支払いを受ける利子にかかる住民税
（利子割）は平成28年1月に廃止予定のため

所得税 ○ 個人住民税 ×

年金穣立金管理運用独立行政法
人のガバナンス体制の見直しに
伴う税制上の所要の措置

年金禎立金管理運用建立行政法人のガバナ

ンス体制の見直しに伴う税制上の所要の柵
慨

19 法人住民税 25○

法人税 ○
年金根立金管理運用猩立行政法人のガバナ

ンス体制の見直しに伴う税制上の所要の拙
府

法人事業税 ○ 25

所得税 個人住民税

22 交際費課税の特例措置の延長 法人住民税 ○ 26 交際貫隈税の特例描置の延長

法人税 ○

法人事業税 ○ 26 交際賛謀税の特例措置の延長

所得税 個人住民税

少額取得価額の資産に係る減価
償却における損金算入の特例措
置の延長

25 法人住民税 特別償却のみの要望であるため。×

法人税 ○

法人事業説 特別償却のみの要望であるため。×

所得税 個人住民税

公害防止用設備に係る特例措置
の延長

20 法人住民税 特別償却のみの要望であるため。×

法人税 ○

法人事業税 特別償却のみの要望であるため。×
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国税に対する要望
（所得税・法人税に係るもの）

地方税に対する要望

｜ 「対応する要望の有無」が○の場合 l 「対応する要望の有無jが×の場合

| ゞ“．‘。 ’要望項目名
対応する
要望の有無

要望
番号 要望

番号
要望
番号

要望税目 地方税に対する要望をしない理由
（対応する要望がない場合）

要望項目名

訴得税 個人住民税e エ

晃慈いたい
4↓h＊鉛、些謹』し手苫幽’し琴弘旦七十÷』P
画一■P＝m字画■－8夕暫･¥･j－gｩ■■･DJザーグ､~

篭畿肇4僧裂斜と幕i禍鍵衾親劉の併嬬解四 法…税 聾e
進税制“用解除望-R%

篝J冒税 e
課税標準の算定{二等糸孝一稗鴎二影…
え悪い…

法人事業税 エ

ヱヰノLギー琿境負荷低減推遜鰻備等を取得
した場合の特例措置の適用期雇の霊長（グ
リーン拷沓滅競）

所得税 ○ 個人住民税 ○ 31

エネルギー環境負荷低減推進設
備等を取得した場合の特例措置
の適用期限の延長（グリーン投
資減税）

エネルギー琿境負荷低笈推遵鯉備等を取得

した場合の特例措匝の適用期限の延長（グ
リーン招青減税）

27 法人住民税 ○ 31

法人税 ○
エネルギー環境負荷低減推進醗備等を取得
した増合の特例措置の適用期限の延長（グ法人事業税 ○ 31

(記入に関する注意点）
･国税の要望のうち、所得税・法人税に関するものについて全て記入し、該当する税目欄に「○』を付けること。
･国税の要望に対応する地方税の要望の有無について、該当する税目欄に「○」を付けること。
･所得税の要望と対応する個人住民税の要望がない場合、及び法人税の要望と対応する法人住民税及び法人事業税の要望がない
場合は、その理由を明記すること。
･所得税・法人税の要望内容に変更が生じた場合等で本表の修正が必要となるときは、修正の上速やかに提出すること。
･本表が2枚以上にわたる場合には、右下にページを付すこと。また、用紙はA4とし、紙媒体提出時は縦左上綴じで統一すること。

4／6ページ



国税に対する要望との対比表

府省庁名：厚生労働省

ジ

国税に対する要望
(所得税・法人税に係るもの）

地方税に対する要望

要望
番号 要望項目名 要望税目

対応する
要望の有無

I ‘

要望
番号

矧恥9③云里”有志』刀､U”栖百

要望項目名

｢対応する要望の有無」が×の場合

地方税に対する要望をしない理由
（対応する要望がない場合）

1

セルフメディケーション推進の
ための一般用医薬品等に関する
所得控除制度の創設

所得税

法人税

0 個人住民税

法人住民税

法人事業税

○ 1
セルフメディケーション推逸のための一般
用医纂品等に関する所得控除倒度の創殴

3
個人の健康増進・疾病予防の推
進のための所得控除制度の創設

所得税

法人税

○ 個人住民税

法人住民税

法人事巣税

○ 3
圃人の健庫也遭・疾病予防の推逸のための
所得控除飼度の創股

4

地方公共団体が医学生等に貸与
した修学等貴金に係る債務免除
益の非腺税措置の創設

所得税

法人税

○ 個人住民税

法人住民税

法人事業税

○ 4
地方公共団体が医学生等に貸与した修学等
資金に係る債務免除益の非陳税楢■の創段

6

社会医療法人の麗定取消しに係
る一括腺税の見直し等の医療法
人制度改革に伴う税制上の所要
の措置

所得税

法人税 ○

個人住民税

法人住民税
ロ I1

法人事業税

○
1ト
○

6 li
M載
6

珪
等
盛
し
区
ロ
会
見
社
の

、マウーーー｡『万一■ー犀＝ b■一画甲

､医宰陰人飼度改革に伴う税飼
ー一

今塵毎墨入の醒足取調しに輝ら－砧匡祝

の見疸し等の医療法人団度改革に伴う税苗
上の所■の婿■

7
戻密哩関の股備投資に関する特
例措置の創股

所得税

法人税

○

○

個人住民税

法人住民税

法人事粟税

×

○

○

7

7

廃毎■四の型■投資に凹する特例楢■の創
設

震宇田囮の段■投資に図する特例描■の創
段

個人住民税の税額控除は要望対象外のため

9
ひとり親家庭への支援の充実等
に伴う税制上の所要の措置

所得税

法人税

○

○

個人住民税

法人住民税

法人事業税

○

○

○

9

9

9

ひとり観家庭への支援の充実専に伴う税創
上の所要の楢■

ひとり親家庭への支援の充実専に伴う説倒
上の所要の櫓■

ひとり厘家庇への支援の充実等に伴う観飼
上の所裏の措■

10
障害者総合支援法の見直し等に
伴う税制上の所要の措置

所得税

法人税

○

○

個人住民税

法人住民税

法人事集税

○

○

○

10

10

10

障害君総合支擾法の見匝し等に伴う税倒上
の所要の描■

障呑者堂食室擾隻の見直し等に伴う税制上
の所要の錨■

陣官者健合支擾珪の見匝し等に伴う税制上
の所要の抱■

11

年金積立金管理運用独立行政法
人のガバナンス体制の見直しに
伴う税制上の所要の措置

所得税

法人税

○

○

個人住民税

法人住民税

法人事業税

×

○

○

11

11

ンス体■の見■しに伴う税田上の所要の扮
■

ンス体■の見直しに伴う税創上の所要の捲
■

法人が支払いを受ける利子にかかる住民税
(利子割）は平成28年1月に廃止予定のため

15
協同組合の特性を踏まえた法人
税に係る軽減税率の引下げ

所得税

法人税 ○

個人住民税

法人住民税

法人事業税

○

×

15
樫同組合の特性を菌まえた法人税に係る経

減税率

牒税標準の算定に含まれず、税収に影唇を与
えないため

16
職業能力開発に係る特定支出控
除の範囲の拡大

所得税

法人税

○ 個人住民税

法人住民税

法人事業税

○ 16
■車能力開発に係る特定支出掩除の匝囲の
拡大

17
雇用保険制度の見直しに伴う税
制上の所要の措置

所得税

法人税

○ 個人住民税

法人住民税

法人事業税

○ 17
屈用保険■度の見■しに伴う税制上の所要
の措匠

18

特定B型肝炎ウイルス感染者給
付金等に係る非繰税措置等の拡
充及び延長

所得税

法人税

○ 個人住民税

法人住民税

法人事業税

○ 18
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に係る
非観税楢■の拡充及び延長



■
国税に対する要望
（所得税・法人税に係るもの）

地方税に対する要望

l ≦ゞ。。。 ’要望項目名

｜ 「対応する要望の有無」がOの場合 I 「対応する要望の有無」がxの場合
対応する
要望の有無

要望
番号 |蕊’

要望
番号

要望税目 地方税に対する要望をしない理由
（対応する要望がない場合）

要望項目名

所得税 個人住民税 個人住民税の税額控除は要望対象外のため○ 20×

雇用者の数が増加した場合の法
人税額の特別控除の延長

雇用者の数が塘加した場合の法人税顕の特
別控除の延長

20 法人住民税 ○ 20

法人税 ○
課税標準の算定に含まれず、税収に影響を与
えないため

法人事業税 ×

所得税 個人住民税

交際費課税の特例措置の延長21 法人住民税 ○ 21 交際費牒税の特例措置の延長

法人税 ○

法人事業税 ○ 21 交際費謀税の特例描置の延長

所得税 個人住民税

公害防止用設備に係る特例措置
の延長

特別償却と固定資産税のみの要望であるた
め。

22 法人住民説 ×

法人税 ○
特別償却と固定資産税のみの要望であるた
め。

法人事業税 ×

職傷病者等の妻に対する特別給付金に関す
る非蝶税描置及び差押禁止猫置の存続

所得税 個人住民税○ 25○

戦傷病者等の妻に対する特別給
付金に関する非課税措置及び差
押禁止措置の存続

25 法人住民税

法人税

法人事業税

子育て支援に要する愛用にかかる税制措置
の創股

所得税 個人住民税○ ○ 27

子育て支援に要する費用に係る
税制措置の創設

27 法人住民税

法人税

法人事業税

確定給付企案年金の弾力的な運営等に係る
税制上の所要の措置

所得税 個人住民税○ ○ 28

確定給付企業年金の弾力的な運
営等に係る税制上の所要の措置

確定給付企業年金の弾力的な運営等に係る
税制上の所要の措置

28 法人住民説 ○ 28

法人税 ○
確定給付企業年金の弾力的な運営等に係る
税制上の所要の描置

法人事業税 ○ 28

所得税 ○ 個人住民税 個人住民税の税額控除は要望対象外のため。×

エネルギー環境負荷低減推進設
備等を取得した場合の特例措置
の適用期限の延長（グリーン投
資減税）

エネルギー琿境負荷低減推進股備等を取得
した場合の特例措置の適用期限の延長（グ
リーン稚青遊覗）

29 法人住民税 ○ 29

法人税 ○
エネルギー環境負荷低減推進股傭等を取得

した場合の特例措置の適用期限の延畏（グ
Oj-シ拷腎遊親）

法人事業税 ○ 29

所得税の所得控除に対する要望であるため。
（個人住民税の税額控除は要望対象外） ．

所得税 個人住民税○ ×

保育所等を経営する社会福祉法
人に係る寄附税制の拡充

法人住民税

法人税

法人事業税

所得税 ○ 個人住民税 特別償却のみの要望であるため。×

サービス付き高齢者向け住宅の
割増償却の延長

法人住民税 特別償却のみの要望であるため。×

法人説 ○

法人事業税 特別償却のみの要望であるため。×

所得税 個人住民税 特別償却のみの要望であるため。○ ×

障害者を多数雇用する場合の機
械等の割増償却制度の適用期限
の延長

法人住民税 特別償却のみの要望であるため。×

法人税 ○

法人事業説 特別償却のみの要望であるため。×

所得税 個人住民税 特別償却のみの要望であるため。○ ×

中小企業者等の少額減価償却資
産の取得価額の損金算入の特例
措置の延長

法人住民税 特別償却のみの要望であるため。×

法人税 ○

法人事業税 特別償却のみの要望であるため。×

(記入に関する注意点）

･国税の要望のうち、所得税・法人税に関するものについて全て記入し、該当する税目欄に「○」を付けること。
･国税の要望に対応する地方税の要望の有無について、該当する税目欄に『○」を付けること。
･所得税の要望と対応する個人住民税の要望がない場合、及び法人税の要望と対応する法人住民税及び法人事業税の要望がない
場合は、その理由を明記すること。 ＼
･所得税・法人税の要望内容に変更が生じた場合等で本表の修正が必要となるときは、修正の上速やかに提出すること。
･本表が2枚以上にわたる場合には、右下にページを付すこと。また、用紙はA4とし、紙媒体提出時は縦左上綴じで統一すること。
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